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１ 基本方針毎の現状・課題と取組みの方向性 2

基本方針 現状・課題 取組みの方向性

基本方針1：
自転車の安全利
用意識のさらな
る向上

・関係機関と連携し、交通安全教育・啓発等
を実施（一部、新型コロナウイルス感染症拡
大の影響を受けた取組みあり）

・自転車ルールの遵守率は向上、理解度は横
ばい

・自転車損害賠償保険等の加入率は向上する
も、ヘルメット着用率は13％にとどまる

・自転車を利用する全ての人が交通
ルールを学ぶことができるよう、教
育、周知広報を推進する

・対象に応じた効果的な保険加入・ヘ
ルメット着用啓発を実施し、自転車
利用者一人ひとりの意識の向上を促
す

基本方針2：
自転車を安全・
快適に利用でき
る都市環境の形
成

・「自転車ネットワーク路線」「あんしん通
行路線」のうち、短期（概ね２~３年以内）
に整備予定の路線で設計業務・工事を実施

・駐輪場の整備や改修・改良を実施するとと
もに、放置自転車対策を実施。放置自転車
台数は減少

・計画に基づき、各路線の自転車通行
空間整備を着実に推進する

・駐輪施設の計画的な維持・更新を行
い安全・快適な駐輪環境を維持する
とともに、放置自転車対策を継続的
に実施する

基本方針3：
自転車の強みを
発揮した地域づ
くり

・サイクルポートの増設など、コミュニティ
サイクルの利便性向上を図り、利用回数が
向上

・自転車を楽しむ環境づくり、メリットの発
信等に取り組んだが、自転車を週１回以上
利用する割合はやや減少

・自転車を活用したコンテンツを３件創出

・市外からの来訪者の移動手段として
コミュニティサイクルの利用が増加
するよう、さらなる利便性向上に向
けた対策を検討

・自転車のメリットを発信することに
加え、関係機関・団体等と連携して
自転車を楽しめる環境づくりに継続
的に取り組む



基本方針１：自転車の安全利用意識のさらなる向上

（１）段階的かつ体系的な交通安全教育の推進

２ 令和４年度の取組み予定

実施施策 令和４年度予定

施策１【重点】
幼少期における自転車の
基本的な交通ルールの
教育

・各小学校、児童館等において、交通安全教室を実施

・新入学児童に交通安全啓発用の自由帳を配付（青葉区内小学校）

・小学生を対象に、実技を取り入れ自転車のルールやヘルメット着用の大切さを学ぶ安全

教室を実施

・交通公園で自転車講習会を実施

施策２【重点】
中学・高校等における地
域の交通安全を考える実
践的な教育の実施

・市内中学校・高校でスケアード・ストレイト方式の自転車安全教室（10校）、自転車シ
ミュレーターを活用した交通安全講座等を実施

・高校の新入生に対し、自転車ルールブックを配付
・市内高校の「総合的な探究の時間」において、学習支援等を実施

施策３【重点】
保護者や社会人、高齢者
等に対する交通安全教育
の機会の創出

・交通公園での自転車講習会において、保護者を対象とした安全教育を実施
・小中学生とその保護者に対し、交通安全啓発のチラシ等を配付
・高齢者向け交通安全講座を実施
・仙台観光国際協会等において外国人向けの自転車講習会を実施
・多言語版の自転車安全利用啓発動画やチラシ等を市HP・仙台観光国際協会のHPに掲載
・自転車を用いた配達業の配達員を対象に、交通安全啓発を実施

施策４
交通安全教育の実施支援

・各種自転車安全利用に関する啓発資料（チラシ・パンフレット等）を更新するとともに、
学校や職場で活用できる交通安全教材を作成し、市HP上に掲載

・大学・専門学校の新入生を対象とした啓発チラシを配付
・市HP上に子供向け学習コーナーを新設【新】
・市職員を対象に自転車安全利用セミナー等を開催
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基本方針１：自転車の安全利用意識のさらなる向上
（２）協働による効果的な交通安全活動の推進

実施施策 令和４年度予定

施策５
地域等と連携した交通安全
活動の実施

・区、宮城総合支所において、地域や学校・警察等と連携した自転車安全利用の啓発・

教育等を行うモデル事業を実施（6地域）

・「自転車の安全利用の促進に関する協定等」を締結した法人等との連携による、交通

安全教育・啓発活動を実施
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（３）一人ひとりの自転車安全利用意識を高める普及啓発活動の推進

実施施策 令和４年度予定

施策６
様々な広報手段による効果的
な広報・情報発信の実施

・市公式ソーシャルメディアやYouTubeチャンネル「せんだいTube」等を活用した交通

安全啓発の情報発信を実施

・各種イベントで自転車の安全利用に関する啓発を実施

施策７【重点】
自転車保険加入・ヘルメット
着用促進に向けた取り組みの
実施

・損害保険会社や自転車販売店等と連携した、保険加入促進、自転車の安全利用に関す

る啓発活動を実施

・地域関係団体等と協働で行う街頭啓発等にてヘルメット着用に関する広報を実施

・高校と連携し、毎月15日の「自転車安全利用の日」に、のぼり旗の掲出、啓発品の配

付などの啓発活動を実施

・ユアテックスタジアム仙台ホームゲーム開催時にヘルメット着用促進CMを放映

・各種講習・啓発等を通じ、自転車損害賠償保険等への加入義務に関して周知・広報

施策８
自転車の定期的な点検整備の
促進や、安全性の高い自転車
の利用に関する情報の発信

・街頭啓発時に自転車用反射材を配付・装着促進

・地域の広報誌等を活用して自転車の定期点検に関する情報を発信

・市営駐輪場等において自転車の日常点検に関する啓発活動を実施【新】

施策９
自転車通行空間のドライバー
への周知

・自転車通行帯設置路線での音声啓発やステッカー・街路灯幕による啓発の実施

・市HPやSNS、商業施設のデジタルサイネージ等の広報媒体を活用しドライバーや市バ

ス利用者向けに自転車通行区分やシェアザロードに関する啓発を実施【新】

２ 令和４年度の取組み予定
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（４）自転車ネットワーク路線の選定・整備
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設計業務実施

工事実施

図１ 自転車ネットワーク路線（都心エリア・泉中央エリア・長町エリア）

基本方針２：自転車を安全・快適に利用できる都市環境の形成

12
9

10-1

10-2

7
8

11

4

3

2

6 14

1

13

5

15

実施施策 令和４年度予定

施策10【重点】
自転車ネットワーク
路線の選定・整備

・新規着手の６事業（都心エリアNo.56-1,57-1,65-1,泉中央エリアNo.7,8,長町エリアNo.11）の計画延

長3.0kmについて、設計業務を実施

・施工段階の１１事業（都心エリアNo.16,24,36-1,36-2,37,44,45,49,53,54-1,長町エリアNo.10-2）の

計画延長6.4kmについて、工事を実施

・都心エリアNo.9 市道晩翠通線にて、歩道空間利活用の社会実験を通じ自転車通行空間整備の検討

・５年度以降の定禅寺通における道路空間再構成等の活性化事業の実施に向けて、都心エリアNo.3-2 市道

定禅寺通線の自転車通行空間を含む整備方針を策定
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【都心エリア】 【泉中央エリア】

【長町エリア】

２ 令和４年度の取組み予定



実施施策

施策11

あんしん通行路線の整備

（５）安全・安心に通行できる自転車通行空間の整備
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令和４年度予定

・施工段階の４事業（No. 17,19,20,21）の計画延長4.5kmについて、工事を実施

設計業務実施

工事実施
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図２ あんしん通行路線（抜粋）

基本方針２：自転車を安全・快適に利用できる都市環境の形成
２ 令和４年度の取組み予定



実施施策 令和４年度予定

施策12
生活道路における安全対策の実施

・「通町地区」の自転車通行空間整備を含む交通安全対策の完了

施策13
自転車通行空間の適正な維持管理

・点検手法等についての検討

・維持補修費用の算出等

施策14
路上駐車対策等による自転車通行
空間の確保

・市内中心部の違法駐車等防止重点地域における、違法駐車ドライバー等

に対して交通安全指導員による助言・啓発活動を実施

・「建築物における駐車施設の附置及び管理に関する条例」に基づき、条

例対象建築物への荷さばき車の駐車施設附置について指導等を実施
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（５）安全・安心に通行できる自転車通行空間の整備

基本方針２：自転車を安全・快適に利用できる都市環境の形成

実施施策 令和４年度予定

施策15

公共駐輪場の整備及び改修・改善
・令和4年7月に地下鉄南北線五橋駅の駐輪場利用開始

・４箇所の駐輪場を改修

施策16
放置自転車の効率的な撤去及び防
止対策の実施

・放置自転車の撤去を継続的に実施するとともに、街頭での放置防止に向

けた監視・呼びかけを行い、効果的な放置自転車対策を実施

施策17
新たな駐輪場の活用検討

・改正条例に基づき、附置義務駐輪場の整備等の促進を図る

（６）利便性の高い駐輪環境の整備・更新

２ 令和４年度の取組み予定



基本方針３：自転車の強みを発揮した地域づくり

実施施策 令和４年度予定

施策18
DATE BIKEの利便性向上

・DATE BIKEポートの適切な配置（ポート設置場所に関する調査等を実施）

・仙台MaaSとDATE BIKEの連携方法を検討

施策19
来訪者等へのDATE BIKE利用
を促す情報提供

・利用方法の周知や、より分かりやすい案内表示方法等を検討

・英語以外の情報提供方法を検討

・Discover SENDAI等でDATE BIKEの利用案内を掲載

（７）都心部におけるコミュニティサイクルの利便性向上と観光利用の促進

8２ 令和４年度の取組み予定

実施施策 令和４年度予定

施策20【重点】
自転車を楽しむことが
出来る環境づくり

・ツール・ド・東北2022を共催

・民間企業へマウンテンバイクを貸与、秋保・里センターにてレンタサイク

ルを実施

・自転車を活用した体験プログラムを発掘・創出し、専用ウェブサイト「仙

台旅先体験コレクション」において情報発信

施策21
国、県、周辺自治体や関係団
体と連携した震災復興・伝承
みやぎルートの整備

・宮城サイクルツーリズム推進協議会で定める整備マニュアルに基づく具体

的な整備手法の検討

施策22
サイクリストの受入サービス
の充実

・自転車利用者にとって有益な情報の提供に向け、自転車移動経路のビッグ

データ等を用いて市内の自転車通行環境の調査と分析を実施【新】

（８）サイクルツーリズムの推進と自転車を活用したコンテンツ
の創出支援



実施施策 令和４年度予定

施策23
自転車のメリットを活かし
た利用促進

・市HPやSNS等で自転車の活用を促す情報を発信

・環境Ｗebサイト「たまきさん」における啓発の実施

施策24
企業等による自転車利用促
進等の支援

・企業等の自転車通勤を促進する制度等を周知・広報

・「温室効果ガス削減アクションプログラム」参加事業者の「従業員の自動車の

抑制」の取組み状況について確認

（９）自転車を活用したライフスタイルの提案

（10）緊急時等における自転車活用の推進
実施施策 令和４年度予定

施策25
庁舎等への自転車配備

・本庁舎に災害対応や現場確認作業用の共用自転車を配備

施策26
災害時等における正しい
自転車利用の推進

・情報発信の手法について検討
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基本方針３：自転車の強みを発揮した地域づくり
２ 令和４年度の取組み予定


